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淡路市議会会議規則の一部を改正する規則制定の件 

 

上記の議案を別紙のとおり、淡路市議会会議規則第１４条第２項の規定によ

り提出します。 

 

 

 

 

 

（提出理由） 

 これまで、議会の運営全般に関し、議会運営委員会で調査及び検証、調整を実

施してきた。 

 その上で、当市議会の各委員会との調整が不可欠であると判断し、正副議長及

び正副委員長の会議の場を設けるため、所要の改正を行うものである。 

  



淡路市議会規則第 号 

 

   淡路市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 淡路市議会会議規則（平成１７年淡路市議会規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 別表に次のように加える。 

正副議長及び正

副委員長会議 

各委員会の運営に関し協議又は

調整を行う。 

議長、副議長、各委員

会委員長及び各委員

会副委員長 

議長 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

  



   淡路市議会会議規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
 

 

 

 

別表（第１６１条関係） 

名称 目的 構成員 招集権

者 

全 員 協

議会 

議案の審査

又は議会の

運営に関す

る協議若し

くは調整 

全議員 議長 

 

 

別表（第１６１条関係） 

名称 目的 構成員 招集権

者 

全 員 協

議会 

議案の審査

又は議会の

運営に関す

る協議若し

くは調整 

全議員 議長 

正 副 議

長 及 び

正 副 委

員 長 会

議 

各委員会の

運営に関し

協議又は調

整を行う。 

議長、

副 議

長、各

委員会

委員長

及び各

委員会

副委員

長 

議長 

 


